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○ ふ ぐ の 取 扱 い 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 年 千 葉 県 規 則 第 二 十 三 号 ） に 関 す る 資 料 

改 正 後 改 正 前 

  

（ 営 業 の 認 証 申 請 ） （ 営 業 の 認 証 申 請 ） 

第 十 四 条 条 例 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 営 業 の 認 証 を 受 け よ う と す る 者

は 、 ふ ぐ 営 業 認 証 申 請 書 （ 別 記 第 十 一 号 様 式 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添

え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

第 十 四 条 条 例 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 営 業 の 認 証 を 受 け よ う と す る 者

は 、 ふ ぐ 営 業 認 証 申 請 書 （ 別 記 第 十 一 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 免 許 証 の 写 し （ 営 業 者 自 ら が ふ ぐ 処 理 師 で な い 場 合 に あ つ て は 、 そ の 専

任 ふ ぐ 処 理 師 の 免 許 証 の 写 し ） 

一 免 許 証 の 写 し （ 営 業 者 自 ら が ふ ぐ 処 理 師 で な い 場 合 に あ つ て は 、 そ の 専

任 ふ ぐ 処 理 師 の 免 許 証 の 写 し ） 

二 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 営 業 の 許 可 に 係 る 許 可 証 の 写 し 

二 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 五 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 営 業 の 許 可 を 受 け て い る 者 に あ つ て は 、 当

該 営 業 の 許 可 書 の 写 し 

三 営 業 所 付 近 の 見 取 図 三 営 業 所 付 近 の 見 取 図 

四 廃 棄 物 の 処 理 方 法 を 記 載 し た 書 類 四 廃 棄 物 の 処 理 方 法 を 記 載 し た 書 類 

五 営 業 者 自 ら が ふ ぐ 処 理 師 で な い 場 合 に あ つ て は 、 専 任 ふ ぐ 処 理 師 と 営 業

者 と の 雇 用 関 係 を 明 ら か に す る 書 類 

五 営 業 者 自 ら が ふ ぐ 処 理 師 で な い 場 合 に あ つ て は 、 専 任 ふ ぐ 処 理 師 と 営 業

者 と の 雇 用 関 係 を 明 ら か に す る 書 類 

（ 削 る 。 ） ２ 食 品 衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 百 二 十 九 号 ） 第 三 十 五 条 各 号 に

掲 げ る 業 種 以 外 の 業 種 に あ つ て は 、 前 項 に 規 定 す る 書 類 以 外 に 次 の 書 類 を 添

付 し な け れ ば な ら な い 。 

 一 取 扱 い 施 設 の 配 置 図 

 二 専 用 廃 棄 物 容 器 及 び 使 用 器 具 の 大 要 を 記 載 し た 書 類 

 三 使 用 水 の 種 類 （ 上 水 道 以 外 の も の は 、 水 質 試 験 成 績 書 の 写 し を 添 付 す る

こ と 。 ） 

  

 （ 営 業 所 の 施 設 基 準 ） 

（ 削 る 。 ） 第 十 八 条 条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 営 業 所 の 施 設 基 準 は 、 別 表 の と お

り と す る 。 

  

（ 免 許 証 及 び 認 証 書 の 返 納 届 ） （ 免 許 証 及 び 認 証 書 の 返 納 届 ） 

第 十 八 条 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 又 は 認 証 書 の 返 納 は 、 免 許

証 （ 認 証 書 ） 返 納 届 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 の 二 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。 

第 十 八 条 の 二 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 免 許 証 又 は 認 証 書 の 返 納 は 、

免 許 証 （ 認 証 書 ） 返 納 届 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 の 二 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば

な ら な い 。 

  

（ 削 る 。 ） 別 表 （ 第 十 八 条 ） 
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 １ 作 業 場 は 、 不 潔 な 場 所 に 位 置 し な い こ と 。 た だ し 、 適 当 な 措 置 の あ る も

の は 、 こ の 限 り で な い 。 

 ２ 作 業 場 は 、 間 仕 切 り そ の 他 適 当 な 方 法 に よ り 住 居 と 一 定 の 区 画 が し て あ

る こ と 。 

 ３ 作 業 場 の 周 囲 の 地 面 は 、 排 水 が 良 好 で あ る こ と 。 

 ４ 作 業 場 は 、 計 画 製 造 量 に 応 じ た 広 さ を 有 し 、 原 料 倉 庫 、 製 造 室 、 製 品 倉

庫 等 必 要 に 応 じ て 設 け 、 そ れ ぞ れ 一 定 の 区 画 が し て あ る こ と 。 

 ５ 作 業 場 外 に 従 業 員 の 数 に 応 じ た 清 潔 な 更 衣 室 又 は 更 衣 箱 が 設 け て あ る こ

と 。 

 ６ 作 業 場 の 天 井 は 、 平 滑 で 清 掃 し や す い 構 造 で あ る こ と 。 

 ７ 作 業 場 の 内 壁 は 、 す き 間 が な く 平 滑 で あ り 、 床 面 か ら 一 メ ー ト ル 以 上 の

高 さ ま で を 不 浸 透 性 材 料 （ コ ン ク リ ー ト 、 タ イ ル 等 水 が 浸 透 し な い も の を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） で 腰 張 り さ れ 、 か つ 、 清 掃 し や す い 構 造 で あ る こ と 。 

 ８ 作 業 場 の 床 は 、 不 浸 透 性 材 料 を 用 い 、 平 滑 で 清 掃 し や す い 構 造 で あ り 、

こ れ に 勾 （ こ う ） 配 と 沈 殿 槽 の あ る 排 水 こ う が 設 け て あ る こ と 。 

 ９ 作 業 場 は 、 採 光 、 照 明 及 び 換 気 が 十 分 な 構 造 で あ る こ と 。 

 10 作 業 場 の 窓 、 出 入 口 そ の 他 開 閉 す る 場 所 に は 、 ね ず み 及 び こ ん 虫 の 侵 入

を 防 止 す る 設 備 が 設 け て あ る こ と 。 

 11 作 業 場 に は 、 処 理 台 、 調 理 器 具 及 び 容 器 を 洗 浄 す る の に 便 利 な 流 水 式 洗

浄 設 備 及 び 従 業 員 専 用 の 流 水 式 手 洗 設 備 が 設 け て あ る こ と 。 

 12 作 業 場 に は 、 取 扱 量 に 応 じ た 数 及 び 大 き さ の 専 用 の 処 理 台 、 調 理 器 具 、

水 槽 そ の 他 機 械 器 具 類 が 設 け て あ る こ と 。 

 13 作 業 場 に は 、 取 扱 量 に 応 じ た 数 及 び 大 き さ の 冷 凍 又 は 冷 蔵 設 備 が 設 け て

あ る こ と 。 

 14 固 定 さ れ た 又 は 移 動 し 難 い 機 械 器 具 は 、 場 内 の 清 掃 及 び 洗 浄 が し や す い

位 置 に 配 置 さ れ て い る こ と 。 

 15 機 械 器 具 類 の う ち ふ ぐ に 直 接 接 触 す る 部 分 は 、 耐 水 性 で 洗 浄 し や す く 、

加 熱 そ の 他 の 殺 菌 が 可 能 な も の で あ る こ と 。 

 16 作 業 場 に は 、 添 加 物 並 び に 移 動 性 の 器 具 類 を 衛 生 的 に 保 管 で き る 設 備 が

設 け て あ る こ と 。 

 17 冷 凍 又 は 冷 蔵 設 備 に は 、 正 確 な 温 度 計 が 見 や す い 位 置 に 設 け て あ る こ と 。

 18 水 道 水 又 は 公 立 の 衛 生 試 験 機 関 等 で 検 査 を 受 け 、 飲 用 に 適 す る と 認 め ら

れ る 水 を 十 分 供 給 で き る 給 水 設 備 を 設 け る こ と と し 、 水 道 水 以 外 の 水 を 供
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給 す る 給 水 設 備 に あ つ て は 、 塩 素 滅 菌 装 置 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 効 力 を 有

す る 装 置 を 備 え る こ と 。 

 19 井 戸 を 利 用 す る 場 合 に は 、 便 所 、 汚 水 溜 （ だ め ） 、 動 物 飼 育 場 等 の 不 潔

な 場 所 か ら 相 当 の 距 離 に あ り 、 か つ 、 閉 鎖 式 で 外 部 か ら 汚 染 さ れ る お そ れ

が な い も の と す る こ と 。 

 20 廃 棄 物 容 器 は 、 耐 水 性 で 十 分 な 容 量 を 有 し 、 清 掃 し や す く 、 汚 液 の 漏 れ

な い 専 用 の も の で あ り 、 か つ 、 施 錠 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 

 21 便 所 は 、 作 業 場 に 影 響 の な い 位 置 に 設 け て あ り 、 か つ 、 使 用 に 便 利 な も

の で あ る こ と 。 

 22 便 所 に は 、 ね ず み 及 び こ ん 虫 の 侵 入 を 防 止 す る 設 備 及 び 流 水 式 手 洗 設 備

が 設 け て あ る こ と 。 

  

 


